
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

人手不足が続く中、企業にとって中途採用は、即戦力人材を確保する重要な手段となってい

ます。特に中小企業では、新卒採用だけで必要な人材を確保することが難しく、経験者採用

や欠員補充を中心に採用活動を行っている企業も少なくありません。 

令和８年度の「早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）」は、こうした企業の中途

採用を後押しする助成金です。中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで、中途採用を拡

大し、さらに雇い入れた中途採用者の賃金を雇入れ前と比べて５％以上上昇させた事業主に

対して助成するものです。 
 

従来の制度では、中途採用率を一定以上「上昇」させることに重点が置かれていました。そのため、もともと中途採

用が多い企業では、すでに中途採用率が高く、さらに率を向上させる余地が小さいという問題がありました。令和８

年度改正では、この点が見直され、従来の「前年同期比５ポイント以上上昇」に加え、「計画期間中の中途採用率が

50％以上」という要件が新たに加わりました。 

この改正により、これまでも中途採用を中心に人材確保を行ってきた中小企業にとっても、本コースを活用しやすく

なっています。単に採用人数を増やすだけではなく、賃金上昇を伴う中途採用を促進し、採用後の定着まで求める制

度へと整理された点が、令和８年度版の大きな特徴です。 

 

■ 採用前の中途採用計画が出発点 

本コースを活用するには、対象となる中途採用者を雇い入れる前に、中途採用計画を作成し、管

轄労働局に提出する必要があります。採用後に「要件に合いそうだから申請する」という使い方

はできません。 

中途採用計画では、採用予定職種、採用予定者数、中途採用計画期間などを定めます。計画期間

は６か月または１年間ですが、今回新たに加わった「計画期間中の中途採用率 50％以上」の要

件を選択する場合は、計画期間を１年間とする必要があります。６か月の計画期間を選択した場

合、仮にその期間中の中途採用率が 50％以上となっても、この要件を満たしたことにはならな

い点に注意が必要です。また、常時雇用する労働者数が 300 人を超える事業主については、中

途採用に関する情報の公表も要件となります。 
 

■ 対象となる労働者 

支給対象となるのは、中途採用計画期間中に雇い入れられた労働者で、主に次の要件を満たす者です。 

まず、申請事業主に中途採用により雇い入れられた者であることが必要です。ここでいう中途採用とは、新規学卒者や、新

規学卒者と同一の採用・研修・処遇の枠組みで採用された者以外の採用をいいます。ハローワーク紹介に限らず、民間求人

媒体や自社採用による雇入れも対象になり得ます。 

次に、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられることが必要です。さらに、期間の定めのない労

働者として雇い入れられることも要件です。ただし、パートタイム労働者は対象外です。ここでいうパートタイムとは、１

週間の所定労働時間が、同一事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者を指します。 
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賃上げ伴う中途採用を支援 

～早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）～ 



また、雇入れ日の前日から起算して過去１年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により、申請事業主の事業所で

就労したことがないことも必要です。過去に同じ事業所で働いていた者を、形式的に中途採用者として雇い入れるような

ケースは対象外となる可能性があります。加えて、雇入れ日前１年間に、申請事業主と親会社・子会社関係にある会社や、

役員構成等から独立性が認められない密接な関係にある事業主に雇用されていた者も対象外です。グループ会社間の異動

に近い採用は、本コースの対象となる中途採用とは整理されません。 

 

■ 令和８年度改正のポイントは「50％以上」要件 

本コースでは、中途採用率について、次のいずれかを満たす必要があります。 

一つ目は、中途採用計画期間中の中途採用率を、前年同期と比較して５ポイント以上上昇させる

ことです。たとえば、前年同期の中途採用率が30％で、計画期間中の中途採用率が40％になっ

た場合、10ポイント上昇となり、この要件を満たします。 

二つ目は、令和８年度から新たに加わった「計画期間中の中途採用率が 50％以上であること」

です。この要件は、実務上かなり重要です。 

従来のように前年同期比での上昇幅だけを見ると、もともと中途採用が多い企業ほど、さらに中途採用率を引き上げるこ

とが難しくなります。たとえば、前年同期の中途採用率が46％で、計画期間中の中途採用率が50％であった場合、上昇幅

は４ポイントにとどまります。この場合、５ポイント以上上昇要件は満たしませんが、計画期間中の中途採用率が50％以

上であるため、新設された要件では対象になり得ます。 

つまり、令和８年度改正により、「これから中途採用率を大きく引き上げる企業」だけでなく、「すでに中途採用を中心に採

用活動を行っている企業」も対象に入りやすくなりました。中小企業では、新卒採用よりも中途採用による欠員補充や経験

者採用が中心となっているケースが多く、この点は活用可能性を広げる改正といえます。 

ただし、50％以上要件を選択する場合は、計画期間を１年間とする必要があります。助成金の検討段階で、６か月計画に

するのか、１年計画にするのかを誤ると、後から要件を満たせない可能性があるため、計画提出前の確認が重要です。 

 

■ ５％以上の賃上げが必須に 

令和８年度改正で、もう一つ大きなポイントとなるのが、支給対象者の賃金上昇が必須要件となったことです。 

支給対象者について、直近の雇入れ前事業所で支払われていた賃金と、雇入れ後６か月間の

各賃金支払日ごとに支払われる賃金を比較し、いずれも５％以上上昇していることが求めら

れます。 

ここでいう賃金は、「毎月決まって支払われる賃金」を基本に考えます。基本給のほか、労働

と直接的な関係があり、労働者の個人的事情に左右されずに支給される役職手当、資格手当

などは含まれます。一方、時間外手当、休日手当、夜勤手当など、月ごとに変動する手当、家

族手当や住宅手当など労働者の個人的事情により支給される手当は、原則として算定に含め

ない整理となります。 

実務上は、雇入れ前の賃金をどのような資料で確認するかが重要です。前職の賃金額を示す書類、雇用契約書、労働条件通

知書、賃金台帳、就業規則、賃金規程などを整合的に整備しておく必要があります。 

単に採用時に一時金を支払う、変動手当で帳尻を合わせる、固定残業代を過大に設定する、といった方法では、助成金の趣

旨に合わないだけでなく、審査上も問題となるおそれがあります。採用時の賃金設計そのものを、前職賃金との比較を意識

して組み立てることが必要です。 

 

■ 解雇要件にも注意 

本コースでは、中途採用率や賃金上昇だけでなく、既存労働者の雇用維持に関する要件も重要です。 

具体的には、中途採用計画の提出日の前日から起算して６か月前の日から、支給申請書の提出日ま

での間を「基準期間」とし、この期間中に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によ

って解雇等していないことが求められます。ここでいう解雇等には、退職勧奨も含まれます。 

したがって、一方で既存の雇用保険被保険者を事業主都合で離職させながら、他方で中途採用を拡

大して助成金を受けるという形は認められません。人員構成の見直しや事業再編を行っている企業

では、対象事業所における解雇、退職勧奨、雇止めに近い運用、離職理由の取扱いを事前に確認す

る必要があります。さらに、基準期間中に、雇用保険法上の特定受給資格者となる一定の離職理由により離職した者の数

が、中途採用計画提出日における雇用保険被保険者数に対して一定割合を超えないことも求められます。助成金申請では、

単に新たに雇い入れる人の要件だけでなく、同時期に退職した人の離職理由も確認される点に注意が必要です。 



■ 採用後６か月以内の離職割合も確認 

本コースでは、採用後の定着も要件となっています。具体的には、支給対象者のうち、雇入れ日から起算して６か月を経過

する日までに離職した者の割合が20％未満であることが必要です。 

この要件は、助成金の目的が単なる採用数の増加ではなく、安定した雇用につながる中途採用の拡大にあることを示して

います。採用しても短期間で離職が続く場合には、助成金の対象から外れる可能性があります。 

実務では、採用前の職務内容の説明、労働条件の明示、入社後の教育・フォロー体制、評価・処遇制度の整備が重要になり

ます。特に中途採用者は、前職での経験や処遇との比較意識を持って入社することが多いため、採用時に提示した条件と実

際の職務内容・賃金・評価制度にずれがあると、早期離職につながりやすくなります。本コースを活用する場合は、「採用

できるか」だけでなく、「６か月後に定着しているか」までを見据えた採用計画が必要です。 

■ 助成額は１人20万円、成長要件で10万円加算 

支給額は、通常助成として支給対象者１人につき20万円です。１年度１事業所当たりの上限は20人分です。さらに、一

定の成長性が認められる事業主が雇い入れた場合には、成長要件加算として、支給対象者１人につき10万円が加算されま

す。通常助成と合わせると、１人当たり30万円となります。 

成長要件加算の対象となるのは、通常助成の要件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する事業主です。一つは、経済産

業省が提供する「ローカルベンチマーク」の財務分析結果における総合評価点がＢ以上であることです。もう一つは、給与

等受給者１人当たりの平均受給額を５％以上上昇させたことです。つまり、令和８年度改正後の本コースは、採用した中途

採用者本人の賃金上昇だけでなく、企業全体として成長性や賃上げに取り組んでいる事業主を、より手厚く支援する仕組

みになっています。 

■ 支給申請のタイミング 

支給申請は、中途採用計画期間が終了した後、６か月を経過した日の翌日から２か月以内に

行います。これは、中途採用率の実績だけでなく、対象者の雇入れ後６か月間の賃金支払い

状況や定着状況を確認する必要があるためです。したがって、採用してすぐに助成金が支給

されるわけではありません。 

また、支給決定日までに、支給対象者を事業主都合により解雇等していないことも必要です。

支給申請までの間に人員整理や退職勧奨が行われている場合には、助成金申請に大きく影響

する可能性があります。 

■ 既存の雇用管理制度でも対象になり得る 

本コースでは、中途採用者の雇用管理制度を整備することが求められます。ここでいう雇用管理制度とは、募集・採用を除

く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生などについて、書面等により従業員全体に広く周知された

規則、規程等をいいます。 

よくある誤解として、「新たに中途採用者専用の制度を作らなければならないのではないか」というものがあります。しか

し、新規学卒者と中途採用者で就業規則や賃金規程等を特に区別しておらず、同一の雇用管理制度が適用される場合でも、

中途採用計画の申請は可能です。 

また、すでに中途採用者の雇用管理制度が整備されている場合も対象になります。むしろ実務上は、既存の就業規則、賃金

規程、人事評価制度、福利厚生制度が、中途採用者にも適用されることを説明できるようにしておくことが重要です。 

一方で、制度が実態として周知されていない、賃金決定方法が個別交渉に委ねられていて規程上の根拠が不明確である、評

価制度と賃金制度の関係が説明できない、といった場合には、審査上の確認に耐えにくくなります。助成金申請を機に、中

途採用者にもわかりやすい雇用管理制度へ整備しておくことが望まれます。 

■ 実務上の活用場面 

本コースは、新卒採用中心だった企業が経験者採用へ方針転換する場合だけでなく、もともと中途採用を中心に人材確保

を行ってきた企業にも活用余地があります。 

たとえば、前年同期の中途採用率が高く、従来制度では「さらに率を上げる」ことが難しかった企業でも、計画期間中の中

途採用率が50％以上であれば要件を満たし得ます。飲食業、介護・福祉、建設業、運送業、専門サービス業など、中途採

用による人材確保が実務上中心となっている業種では、検討しやすい制度になったといえます。 

また、経験者採用を進めるにあたり、前職より高い賃金を提示して採用する場合や、既存社員を含めた賃金制度の見直しと

あわせて中途採用を強化する場合にも活用が考えられます。成長要件加算では、企業全体の平均受給額の上昇も評価され

るため、中途採用者だけを高く処遇するのではなく、既存社員を含めた賃金制度全体を見直す契機にもなります。 

ただし、助成金ありきで採用を進めることは避けるべきです。採用後に前職賃金の確認資料が不足している、雇入れ後６か

月間の賃金が５％以上上昇していない、基準期間中に退職勧奨があった、支給対象者の早期離職割合が20％以上となった、

といった場合には申請が困難になります。 



 

人材確保に悩まれている企業様から、中途採用に関するご相談をいただく機会が増えています。 

助成金はあくまで経営を支える選択肢の一つであり、採用や定着につながってこそ本来の価値があります。 

制度を上手に活用するためにも、採用計画を立てる前の段階からお気軽にご相談ください。            

萩野 

 

 

■ まとめ 

令和８年度の早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）は、中途採用の拡大と賃上げ

を同時に促す制度へと見直されました。採用人数や中途採用率の要件が緩和され、特に「計

画期間中の中途採用率 50％以上」という要件が加わったことで、もともと中途採用を中心

に人材確保を行ってきた中小企業でも活用を検討しやすくなっています。 

一方で、中途採用者の賃金を雇入れ前より５％以上上昇させること、基準期間中に事業主都

合の解雇等を行っていないこと、支給対象者の６か月以内離職割合が 20％未満であること

など、実務上の確認事項は少なくありません。 

企業にとっては、単なる採用経費の補填ではなく、即戦力人材の確保、賃金制度の見直し、

社員定着の強化を一体で進めるための助成金と位置付けるべきです。 

採用前の段階で、中途採用計画の提出時期、計画期間の選択、対象労働者の範囲、雇用管理制度の整備状況、前職賃金の確

認方法、基準期間中の解雇等の有無、採用後６か月間の定着見込みを点検することが不可欠です。採用後に要件を整えるの

ではなく、採用前から助成金の要件を踏まえた実務設計を行うことが、適正受給の第一歩となります。 

 

《早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）の概要》 

項目 内容 

対象となる取組み 
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用を拡大したうえで、対象者の賃金を雇入れ前

より５％以上上昇させる取組み 

事前手続 対象者の雇入れ前に中途採用計画を作成し、管轄労働局へ提出 

計画期間 
６か月または１年間。ただし、計画期間中の中途採用率50％以上要件を選択する場合は 

１年間 

主な対象労働者 
中途採用により雇い入れられた、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者で、 

期間の定めのない労働者。パートタイムは除く 

中途採用率要件 
①前年同期比で５ポイント以上上昇、または 

②計画期間中の中途採用率が50％以上 ②は令和８年度からの重要な見直し 

賃金要件 
対象者の雇入れ後６か月間の各賃金支払日における賃金が、雇入れ前賃金よりいずれも

５％以上上昇していること 

解雇要件 
中途採用計画提出日の前日から起算して６か月前の日から支給申請書提出日までの間に、

事業所の雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等（退職勧奨を含む）していないこと 

定着要件 
支給対象者のうち、雇入れ日から起算して６か月を経過する日までに離職した者の割合が

20％未満であること 

通常助成 支給対象者１人につき20万円 

成長要件加算 
ローカルベンチマークの財務分析結果がＢ以上、または給与等受給者１人当たり 

平均受給額を５％以上上昇させた場合、１人につき10万円を加算 

上限 １年度１事業所当たり20人分 

支給申請期間 中途採用計画期間終了後、６か月を経過した日の翌日から２か月以内 

実務上の注意点 
前職賃金の確認、５％以上の賃金上昇、雇用管理制度の整備、中途採用率の算定、 

基準期間中の解雇等の有無、６か月以内離職割合を事前に確認する 

 

 

 

 

あとがき 


